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指定基金の解除 26基金 （厚年） 

平成26年2月10日 No.357 

 26基金について、指定基金の解除が公表※1されました。 

・平成25年3月29日付で指定を解除：1基金 

・平成25年12月24日付で指定を解除：25基金 

 指定基金の新たな指定は行われませんでした。 

 改正厚生年金保険法※2の施行日（平成26年4月1日予定）以降、
指定基金制度は廃止されます。 
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※ご参考に厚年基金以外のお客様にも送付させていただきます。 

※1 「指定基金の指定と解除について」（厚生労働省HP） 

以上 

※2 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正す
る法律 
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